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 就労移行支援
　就労移行支援とは、一般企業等への就労や在宅での就労・起業を希望する人に、一定期間、
　就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うものです。就労移行支援のサービスを行っ
　ている施設につきましては、Ｐ100～102、手続きにつきましては、Ｐ33・34をご参照ください。

 福岡市立障がい者就労支援センター
［内　　容］障がい者の就労や職場定着を促進するため、本人、家族及び障がい者就労移行
　　　　　　支援事業所等の関係機関や企業からの相談に応じるとともに、職場で直接仕事
　　　　　　の内容などをわかりやすく指導するジョブコーチを派遣して、就労面と生活面
　　　　　　の双方から総合的に支援します。
［対 象 者］15歳以上の障がい者、その家族、支援機関、企業
［窓　　口］福岡市立障がい者就労支援センター　ＴＥＬ(７１１)０８３３　ＦＡＸ(７１１)０８３４
　　　　　　ホームページ　https://fc-swc.org/shurou

 障害者就業・生活支援センター
　障がい者の身近な地域で、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関とのネットワークを形成
　し、就業及びそれに伴う生活に必要な支援を行います。
［窓　　口］障害者就業・生活支援センター野の花　ＴＥＬ(７２９)９９８７　ＦＡＸ(７２９)９９８８

 福岡障害者職業センター
　就職や職場定着、職場復帰を目指す障がいのある人（手帳のない人を含む）、障がい者雇
　用を検討している又は雇用している事業主に対して、ハローワークなどの関係機関と連携
　しながら支援を行います。なお、障がいのある人への支援は次のとおりです。
　　・相談・職業評価…相談や作業体験、各種検査等を通して、働く上での得意・不得意や
　　　　　　　　　　  特性を整理し、就職や職場定着に向けたプランを一緒に検討します。
　　・職業準備支援…講習や作業体験等を通じて就職に向けた準備を支援します。
　　・ジョブコーチ支援…障がいのある人の職場適応を図るため、職場にジョブコーチが出
　　　　　　　　　　　　向き、特性を踏まえた直接的、専門的な支援を行います。
　　・リワーク支援…うつ病等による休職者の円滑な職場復帰に
　　　　　　　　　　向けた支援を行います。
［窓　　口］ＴＥＬ（７５２）５８０１　ＦＡＸ（７５２）５７５１
　　　　　　ホームページ　https://www.jeed.go.jp

 公共職業安定所（ハローワーク）　　　　　 
　福岡中央  ＴＥＬ(７１２)８６０９　４４＃　ＦＡＸ(７２５)３４６５
　福 岡 東  ＴＥＬ(６７２)８６０９　４２＃　ＦＡＸ(６８１)１４３８
　福 岡 南  ＴＥＬ(５１３)８６０９　４４＃　ＦＡＸ(５１３)８６０６
　福 岡 西  ＴＥＬ(８８１)８６０９　４２＃　ＦＡＸ(８８３)５８７６
　就職を希望する障がい者を対象として、障がいの状況、技能、知識、適性、希望など綿密な相談のうえ、
　職業相談及び職業紹介を行っています。
　なお、障がい者を試行的に雇用していただくことによって、事業所と障がい者相互の理解を深め、障が
　い者雇用の機会を拡大することを目的としたトライアル雇用事業も行っています。(要件あり)
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 福祉バスの利用
［内　　容］障がい者の団体が研修やレクリエーション等を行う際、福祉バスが利用できま
　　　　　　す。利用料金が一定限度を超える場合などは利用団体の一部負担となります。  
　　　　　　事前に登録が必要です。車いすリフト付バスも選択できます。
［対象団体］市内に居住する障がい児・者が10人以上加入しており、活動実績が十分と判断された団体
［利用回数］年１回
［窓　　口］登録……………福祉局障がい在宅福祉課
　　　　　　利用申込………福岡市社会福祉協議会又は各区社協事務所

 重度訪問介護利用者の大学修学支援
［内　　容］大学・短大に通う重度障がい者が、大学等が支援体制を構築できるまでの間、
　　　　　　学内で福祉事業者から食事やトイレなどの介助を受けられるよう支援します。
　　　　　　所得に応じた自己負担額がありますが、市民税非課税世帯は無料です。
［対 象 者］福岡市内に居住している人で次のすべてに該当する障がい者
　　　　　　（１）重度訪問介護の対象となる人
　　　　　　（２）入学後に停学その他の処分を受けていない人
　　　　　　（３）学修の意欲がある人
　　　　　　※事前に支給決定が必要です。
　　　　　　※大学等の要件等もありますので、詳しくは下記までお問い合せください。
［窓　　口］各区の福祉・介護保険課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　（精神障がい者は各区の健康課）（Ｐ３・４参照）
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※流通ビジネス科音声パソコンコースは視覚障がいのある人を
　対象とした訓練
※総合実務科は知的障がいのある人を対象とした訓練
※職域開発科は精神障がいのある人を対象とした訓練
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 高齢・障害・求職者雇用支援機構　福岡支部
［内　　容］事業所に対する障がい者の雇用の促進および継続を図るための助成金の支給
　　　　　　申請の受付、障害者雇用納付金制度に基づく申告・申請の受付、アビリンピッ
　　　　　　ク福岡の開催等、啓発の業務を実施しています。
［窓　　口］高齢・障害者業務課　 ＴＥＬ(７１８)１３１０　ＦＡＸ(７１８)１３１４
［開設時間］月曜～金曜　9:00～17:15（土日祝及び年末年始は休み）

 たばこ小売販売業の許可
［内　　容］たばこ小売販売業（たばこ店）をはじめる計画がある人には、許可の基準を  
　　　　　　一部緩和しています。
［申請受付窓口］日本たばこ産業(株)福岡支社許可担当　　ＴＥＬ(３０３)０２４３　ＦＡＸ(４３１)８５４４
［相談窓口］財務省福岡財務支局理財部理財課　ＴＥＬ(４７２)３９８５

 福岡障害者職業能力開発校
［内　　容］職業に必要な知識や技能を

習得し、職業の安定と自
立を図るとともに、経済
及び社会の発展に寄与す
る人材を養成するための
職業能力開発を実施して
います。対象は障がいの
ある人で、授業料は無料
です。※通校が不便な方
には校内に寮設備があり
ます。一定の要件を満たす
人は寮を利用できます。

　　　　　　 施設見学も受付けております。予約制のため事前にお問い合わせください。
［窓　　口］各公共職業安定所

 重度障がい者等就労支援事業
［内　　容］民間企業に勤務し、又は自営業を営む重度障がい者等が通勤や職場（在宅勤務
　　　　　　を含みます。）で食事、トイレなどの介助を受けられるよう支援します。所得
　　　　　　に応じた自己負担額がありますが、市民税非課税世帯は無料です。
　　　　　　※民間企業に勤務する人の場合は企業（雇用主）が、独立行政法人高齢・障
　　　　　　害・求職者雇用支援機構の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」を活用し
　　　　　　て業務上必要な支援を行うことが前提となります。
［対 象 者］以下のいずれにも該当する障がい者
　　　　　　※就労継続支援Ａ型事業所の利用者は対象ではありません。
　　　　　　（１）重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている
　　　　　　　　　 人（支給決定を受けていない場合は下記までお問い合わせください。）
　　　　　　（２）市内に居住地を有する人
　　　　　　（３）民間企業に勤務する人の場合は、週所定労働時間が10時間以上の人

　　　　　　（週所定労働時間が10時間未満の人は、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上
　　　　　　げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できた場合に限ります。）

　　　　　　（４）自営業者の場合は自営に従事する時間が１週間のうち10時間以上の人
　　　　　　［窓　　口］福祉局障がい在宅福祉課　ＴＥＬ(７１１)４９８５　ＦＡＸ(７１１)４８１８
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 障がい者施設商品アンテナショップ・カフェ
 ときめきショップ　
 中央区渡辺通2-6-1　西鉄天神大牟田線薬院駅ビル１階
［内　　容］障がい者施設で作られた商品等を販売する店舗として、西鉄天神大牟田線薬院
　　　　　　駅ビル１階で営業しています。
　　　　　　製品の販売で得られた収入は、施設で働く障がい者に還元されています。
［営業時間］月曜日、水曜日から土曜日　10：30～19：00
［定 休 日］火曜日、日曜日、祝日、盆、年末年始

 授産製品の店「féerie(フェーリ)」　　
 中央区荒戸3-3-39　市民福祉プラザ１階　ＴＥＬ070－　8526－　0921
［内　　容］市民福祉プラザを利用する人のための飲食物等や、障がい者の授産活動を促進
　　　　　　するため、障がい者施設や作業所で作られた商品を販売しています。
［営業時間］月～土　10：00～18：00
［定 休 日］日・毎月第３火曜日(休日の場合は翌日)、12月28日から１月３日までは休み

 ユニバーサルカフェ
 市役所１階市民ロビー　ＴＥＬ(７９１)６８１６
［内　　容］来庁者のくつろぎの場としてコーヒーや博多にちなんだ軽食メニューを提
　　　　　　供し(有料)、障がい者施設で作られた商品や福岡市の土産品などを販売し
　　　　　　ており、障がい者が働いています。
［営業時間］毎日9：00～18：00（年末年始は休み）

 cafe sunflower(カフェ サンフラワー)
 市役所地下通路「星の広場」　ＴＥＬ(７１３)３４１５
［内　　容］知的障がい者の就労を目指した働く場として、福岡市役所庁舎と天神地下街を
　　　　　　結ぶ地下通路「星の広場」で軽食喫茶店を営業しています。
［営業時間］月～金　11：00～16：00　
［定 休 日］土日祝(年末年始、盆は休み)
　　　　  　※令和７年度は休業
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 高齢・障害・求職者雇用支援機構　福岡支部
［内　　容］事業所に対する障がい者の雇用の促進および継続を図るための助成金の支給
　　　　　　申請の受付、障害者雇用納付金制度に基づく申告・申請の受付、アビリンピッ
　　　　　　ク福岡の開催等、啓発の業務を実施しています。
［窓　　口］高齢・障害者業務課　 ＴＥＬ(７１８)１３１０　ＦＡＸ(７１８)１３１４
［開設時間］月曜～金曜　9:00～17:15（土日祝及び年末年始は休み）

 たばこ小売販売業の許可
［内　　容］たばこ小売販売業（たばこ店）をはじめる計画がある人には、許可の基準を  
　　　　　　一部緩和しています。
［申請受付窓口］日本たばこ産業(株)福岡支社許可担当　　ＴＥＬ(３０３)０２４３　ＦＡＸ(４３１)８５４４
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 重度障がい者等就労支援事業
［内　　容］民間企業に勤務し、又は自営業を営む重度障がい者等が通勤や職場（在宅勤務
　　　　　　を含みます。）で食事、トイレなどの介助を受けられるよう支援します。所得
　　　　　　に応じた自己負担額がありますが、市民税非課税世帯は無料です。
　　　　　　※民間企業に勤務する人の場合は企業（雇用主）が、独立行政法人高齢・障
　　　　　　害・求職者雇用支援機構の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」を活用し
　　　　　　て業務上必要な支援を行うことが前提となります。
［対 象 者］以下のいずれにも該当する障がい者
　　　　　　※就労継続支援Ａ型事業所の利用者は対象ではありません。
　　　　　　（１）重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている
　　　　　　　　　 人（支給決定を受けていない場合は下記までお問い合わせください。）
　　　　　　（２）市内に居住地を有する人
　　　　　　（３）民間企業に勤務する人の場合は、週所定労働時間が10時間以上の人

　　　　　　（週所定労働時間が10時間未満の人は、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上
　　　　　　げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できた場合に限ります。）

　　　　　　（４）自営業者の場合は自営に従事する時間が１週間のうち10時間以上の人
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